
平成 26年 12月 定例会
◆二十三番（勝山秀夫君） 二十三番、公明党長野市議員団、勝山秀夫でございます。

 避難行動要支援者の支援体制について伺います。

 総務省の調査によると、近年の大規模災害による死者、行方不明者のうち、六十歳以上の

占める割合がおおむね六割以上と高くなっており、災害時の要支援者の支援の充実強化が

急務であることを指摘しています。

 現在の長野市内の避難行動要支援者数、福祉避難所数、福祉避難所の総受入可能人数を伺

います。また、今後の避難行動要支援者数の推移をどのように予測しているか、伺います。

◎保健福祉部長（寺澤正人君） 初めに、避難行動要支援者の範囲は、平成二十六年十一月

に修正いたしました長野市地域防災計画で、一として七十五歳以上のひとり暮らし世帯及

び七十五歳以上の高齢者のみの世帯に属する方、二として介護保険の要介護三、四、五に認

定された方、三として視覚障害及び聴覚障害並びに視聴覚障害以外で身体障害者手帳の一

級又は二級に該当する方、四として療育手帳の交付を受けた方のうち判定の区分が重度で

ある方、五として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方のうち障害等級一級に該当す

る方、及び六として特定疾患医療受給者証所持者等の重症難病患者としております。

 昨年度の民生委員の調査に基づく対象者は二万六百四十二人で、そのうち個人情報を避

難支援等関係者に提供することに同意している方は一万九千八百二十五人です。

 災害対策基本法が改正され、本年四月から市町村長が避難行動要支援者名簿を作成し、本

人の同意を得て避難支援等関係者に名簿を提供することとされております。

 今後の避難行動要支援者数の推移は、平成二十七年度には二万一千三百八十七人、平成三

十二年度には二万四千四百七十一人、平成三十七年度には二万八千三百九十人になると予

想しております。

 次に、福祉避難所の設置につきましては、平成二十年六月に、国から福祉避難所について

の設置・運営ガイドラインが示されております。東日本大震災が発生した当時は、福祉避難

所を設置しておりませんでしたが、平成二十三年度中に四十七施設を設置し、その後、平成

二十四年度に三施設を設置、平成二十五年度に一施設を廃止し、現在、四十九施設を福祉避

難所として設置しております。

 福祉避難所は、老人福祉センターや障害者福祉センターなどの主に市有施設で、一か所を

除きバリアフリー化されている施設であり、必要な備品として簡易トイレの配備を進めて

おります。また、毛布や飲料水の他、シチューやクラッカーといった食料の備蓄もしている

ところであります。

 これらの施設の受入可能人数は、約四千七百人であります。これは、国のガイドラインの

例を参考に、一人当たりの床面積を三平方メートルとして計算した場合の最大数でありま

す。

 以上でございます。



◆二十三番（勝山秀夫君） 現在、長野市の避難行動要支援者数は約二万人、福祉避難所の

総受入可能人数は約四千七百人、福祉避難所の収容人数は避難行動要支援者の約四分の一

であります。一概には言えませんが、現在の福祉避難所の設備の状況、障害者用の個室、ト

イレの完備状況や、大規模災害を想定すると、現在の福祉避難所の収容人数では少ないので

はないかと感じます。これから迎える超高齢化社会に向け、福祉避難所を拡充する必要があ

ると思います。

 愛知県西尾市では、市内で福祉施設を管理運営する十六法人と福祉避難所の開設及び運

営に関する協定書を締結。新潟県三条市では、災害時に避難所生活が長期化した場合、高齢

者や障害者ら要支援者が避難所で安心して暮らせるように、市内三十二の訪問介護事業所、

介護障害サービス事業所と支援協定を締結。災害時には避難所内に要介護者専用スペース

を設置したり、訪問介護事業所にヘルパーの派遣を要請します。また、介護サービス事業所

などの施設内に福祉避難所の開設を依頼します。

 本市も、災害時に市内福祉サービス事業所に福祉避難所を開設したり、ヘルパーの派遣を

要請できるよう、避難行動要支援者支援の充実強化を提案しますが、御所見を伺います。

◎保健福祉部長（寺澤正人君） 福祉避難所へ避難される方は、本市の福祉避難所設置・運

営マニュアルでは、一般の避難所での生活が困難で、常時介護を要しない方を想定しており

ます。常時介護を要する方につきましては、介護保険施設や障害者支援施設への緊急入所に

より対応することとしておりますが、これらの施設が満床で緊急入所が困難な場合には福

祉避難所へ避難することとしております。

 避難行動要支援者は約二万人でありますが、そのうち一般の避難所での生活が可能な方

は約一万八百人、専門施設へ緊急入所した方がよい方は約四千八百人と想定しております。

それ以外の方四千四百人と、その他に配慮が必要な方として妊婦、乳幼児約一千二百人を加

えた合計約五千六百人が福祉避難所の対象者になると想定しております。この想定数は、最

大受入可能人数約四千七百人を上回っておりますので、引き続き福祉避難所の設置を進め

てまいります。

 本市のマニュアルでは、おおむね十人の避難者に対し一人の生活相談者を配置し、避難所

の相談、支援を行っていくこととしておりますが、介護が必要な方が避難する場合にはヘル

パーが必要となります。市が責任を持ってヘルパーの派遣要請を行うことを定めておりま

すので、長野市社会福祉協議会などの訪問介護事業所と協議を進めてまいります。

 福祉避難所の数は、国のガイドラインでは小学校区に一か所程度の割合で設置すること

が望ましいとされております。現在、四十九施設を設置しており、それは市内五十五校区の

うち三十校区に設置しております。今後、国のガイドラインに近づけるよう取り組んでまい

ります。

 なお、福祉避難所としている主な施設は、現在は老人福祉センターや障害者福祉センター



などの市有施設となっていることから、今後は介護職員が常駐している特別養護老人ホー

ムやグループホームなどの施設について、福祉避難所の設置ができるよう公益性が高い社

会福祉法人を中心に協力を要請してまいります。

◆二十三番（勝山秀夫君） いつ大規模災害が起きてもいいように、早目に福祉避難所の拡

充の方をお願いいたします。

 次に、消防局のシステムと避難行動要支援者情報について伺います。

 今後、高機能消防指令センターに避難行動要支援者情報を反映させると伺っております。

指令センターの大型パネルと各消防車両に搭載されたモニターの地図上に要支援者がいる

か、いないかが分かるマークが映し出されて、一目で判別できるシステムになると予想して

おります。災害弱者の情報をシステムに反映させることで、迅速かつ的確な消防、救急活動

が可能になると期待をしております。

 先日、高機能消防指令センターのシステムに避難行動要支援者情報を反映させた前橋市

に視察に伺いました。

 前橋市消防局の初めの取組は、地図検索装置のデータに新しいレイヤー－－階層を作り、

避難行動要支援者のいるお宅に漢字の弱という字をプロットしました。しかし、これだけで

は実際の現場では情報が不十分なため、福祉部関係の部署が持っている避難行動要支援者

情報を中央消防署のみで閲覧できるようにしました。

 しかし、地図情報とはリンクしていないため、災害時の対応に迅速性が欠けるという課題

が残ってしまいました。この課題を解決するために、地図検索装置の弱のシンボルに各分署

から属性情報を入力できるよう、システムの改修をしました。

 予防課では、防災訪問として、避難行動要支援者を訪問した際に、木造二階建てなどの建

物情報、就寝場所、障害などの身体情報を調査し、シンボルマークの属性情報に入力するよ

うにし、地図検索機能に反映をさせました。これらのシステムの変更を各分署からのデータ

入力により、迅速かつ的確な行動がとれるようになったとのことです。

 また、救出時に家族情報など、より詳細な情報が必要なときは、中央消防署から福祉部門

の持っている情報を聞き、次の対応をとるとのことです。

 前橋市消防局は、予防課のデータベースと福祉部門のデータベースの二段構えのデータ

ベースによって、災害時の迅速かつ的確な行動と情報漏えいの保護を行っています。

 長野市では、どのような仕組みで避難行動要支援者情報を高機能消防指令センターに反

映させるか、伺います。

 また、平成二十八年秋から、高機能消防指令システムは須坂市との共同運用になるとも伺

っております。今後、須坂市とどのように連携をしてシステムの構築をしていくのか、個人

情報の取扱いをどのようにまとめていくのか、伺います。

◎消防局長（島田一敏君） 避難行動要支援者情報の高機能消防指令情報システムへの反映



方法についてお答えいたします。

 まず、現在の避難行動要支援者情報につきましては、昭和六十二年から長野市独自で開始

した災害弱者対策要綱を基に、消防職員が高齢者、体の不自由な方などのお宅を訪問し、独

自の危険度判定等を参考にデータ化したものを指令システムと連携させ、一一九番入電時

から活用できるようなシステムとしたものであります。

 現在の高機能消防指令情報システムは、平成十六年に構築したもので、議員から御説明い

ただきました前橋市消防局のシステムと同様、地図検索装置の画面上に該当者である旨の

マークを表示し、災害時の支援情報として運用をしております。

 また、本年七月には、災害対策基本法の規定によりまして、長野市避難行動要支援者名簿

等の整備等に関する要綱が定められ、避難行動要支援者の台帳、名簿の整備、名簿情報の提

供等について示され、保健福祉部から今まで以上に新しい詳細な情報提供を受けられるこ

とから、引き続き活用してまいりたいと考えております。

 なお、指令システムへの名簿の取り込み方法については、現在、新たな高機能消防指令情

報システムの全体の仕様などを含め、実施設計中でありますが、総務部危機管理防災課で構

築中の総合防災情報システムの連携情報から受信し、そのデータを指令システムに反映さ

せて、現在と同様に表示できるように検討してまいりたいと考えております。

 次に、須坂市との連携方法とシステムの構築方法についてお答え申し上げます。

 須坂市消防本部との消防指令業務の共同運用につきましては、平成二十八年秋の運用開

始を目指しておりますが、現在、既に長野市が消防事務を受託している信濃町、飯綱町、小

川村から提供されている情報も指令システムに反映させていることから、次期指令システ

ムにも同様に表示させるよう検討しております。

 なお、共同運用の調整事項に関わることにつきましては、須坂市の他、小布施町、高山村

も関係することから、支障が生じないよう調整も慎重に進めてまいります。

 また、避難行動要支援者情報につきましては、消防業務に限り使用するもので、個人情報

保護に関する条例などの規定に従い、個人情報の適正な管理のための必要な措置をとると

ともに、セキュリティー対策も含め留意してまいりたいと思います。

◆二十三番（勝山秀夫君） 前橋市では今後、地図検索機能に消防団の位置情報もアップし

て、消防団との救出活動を効率的に行えるよう検討しているとのことでした。

 長野市でも同じように、消防団の情報も反映するよう検討してみてはいかがでしょうか、

所見をお伺いします。

◎消防局長（島田一敏君） 高機能消防指令情報システムへの消防団の位置情報を反映する

ことについてお答え申し上げます。

 現在、消防局が使用している高機能消防指令情報システムでは、消防車両ごとにＧＰＳ機

能を備え、車両端末装置を搭載しており、指令室内の画面モニターには災害で出動中の車両



や業務で走行中の車両など七十二台の車両位置や活動の状況をリアルタイムに表示してお

ります。これらの装置によって、災害現場に最も早く到着できる出動隊を編成することや、

火災時の消防水利への到着状況を把握できるなど、消防指令情報システムの様々な機能や

装置の中でも非常に有効な装置の一つとなっております。

 議員御提案の消防団車両への位置情報アップについてですけれども、常備消防のように

即座に位置情報が取得できる利点の一方、この装置は精密機器であり、高価でもあること、

端末装置に最新情報を入れる更新作業が常に必要なことなど、価格やメンテナンスの課題

も多い状況にあります。

 現在、消防団には小型動力ポンプ付積載車など百三十二台の車両と百八十一台の小型動

力消防ポンプを配置し、災害対応しておりますが、消防団の各車両に車両端末装置を搭載し

た場合の運用方法や費用対効果なども検証し、実際に運用している消防本部も参考にしな

がら研究をしてまいりたいと考えております。

◆二十三番（勝山秀夫君） 今回は前橋市の取組を紹介しました。システム運用にはまだま

だ時間があると思いますので、全国の先進事例をしっかりと研究していただいて、支援体制

をしっかり強化し、市民が安心できる災害対策に全力で取り組んでいただきたいと思いま

す。

 続きまして、災害時の市民への情報伝達について伺います。

 長野市では、災害情報を防災行政無線、緊急速報メール、ツイッターなどを使い市民に周

知をしております。その中でも多くの市民の皆さんは防災行政無線を頼りにしております

が、室内にいるとき、大雨、雷、風の音で防災行政無線の内容が聞き取れない。また、内容

を電話で確認しようとしても、話し中でつながらない、回線を増やしてほしいとの市民の方

の声を聴きます。

 そういった課題の解決方法の一つとして、防災ラジオというものがあります。この防災ラ

ジオは、電源が入っていないときでも同報無線、緊急放送があったときに自動で電源が入り、

同報無線と同じ放送が流れます。ＦＭ電波の届くところでしたらどこでも聞けますが、電波

の入らないところにいるときは、ケーブルテレビのケーブルを接続すれば情報を聞くこと

ができます。また、充電式の単三電池内蔵、ＬＥＤの非常照明が付いており、夜間の外出時

にも持ち出ししながら情報を聞くことができます。

 静岡県沼津市では、この防災ラジオを一台二千円で市民に有償配布する取組をし、現在、

四千台以上の防災ラジオが沼津市民に配布されています。

 長野市でも、市民への災害情報伝達が隅々まで行き渡るよう、防災ラジオの配布を実施し

てみてはいかがかと思いますが、御所見を伺います。

◎危機管理防災監（越正至君） 災害時の情報伝達手段としては、防災行政無線－－同報無

線の屋外スピーカー、緊急速報メール、ツイッターの他、テレビ、ラジオへの情報提供、消



防等の緊急車両による広報、地区内での連絡網による周知ができるように、同報無線の戸別

受信機を区長、消防団等に配布しております。また、登録制の防災メールの配信や防災専用

のホームページの開設を新庁舎建設に合わせて準備をしているところでございます。

 御質問の防災ラジオについては、ＦＭ放送局を利用したもの、同報無線を直接受信できる

もの、また新たな技術として旧アナログテレビのチャンネル空きスペースを使用したもの

が出てきていますので、今後の動向を見据えながら調査研究を進めてまいりたいと考えて

おります。

 今後も一つの伝達手段に頼らない、多様な情報発信に努めてまいりますので、御理解をお

願いいたします。

◆二十三番（勝山秀夫君） 自然災害をなくすことはできませんが、努力次第で被害を減ら

すことはできます。安心・安全のまちづくりにこれからも全力で取り組んでいただくようお

願いをしまして、質問を終わります。


